
横浜市障害福祉サービス事業所設置費補助金実施要領 

 

制 定 平成 27年３月 27日健障支第 4510号（局長決裁） 

最近改定 令和５年４月３日健障サ第 3229号（局長決裁） 

 

１ 総則 

この要領は、横浜市障害福祉サービス事業所設置費補助金事業（以下、「設置費補助金事業」という） 

の実施にあたり、横浜市障害福祉サービス事業所設置費補助金要綱（以下、「要綱」という）のほか、 

必要な事項について定める。 

 

２ 加算額（区）の対象となる区 

  要綱第５条別表３に示す加算額（区）の対象となる区は、障害者の日常生活を総合的に支援する法律 

（平成 17 年法律第 123号。以下、「総合支援法」という。）第 36条第１項の規定により指定される事 

業者（以下、「サービス事業者」という。）が提供する総合支援法第５条に規定される生活介護及び就労 

継続支援 B型（総合支援法施行規則第６条の 10第１項第２号で定める就労継続支援Ｂ型をいう。）（以 

下、「生活介護等事業」という。）のサービス種別ごとの「各区の年間の支給決定量に対する受入可能延 

べ人数の割合（以下、「対支給決定者数割合」という）」が 50％未満である区とする（別表１参照）。 

 

３ 重症心身障害者の加算条件 

 重症心身障害者の定義は原則、知的障害の程度が療育手帳 A１または A２相当、肢体不自由の程度 

が、身体障害者手帳１級または２級相当の両方を満たす者とする。 

なお、審査時までに利用予定者が確認できる名簿の提出を条件とする。 

※ただし、重症心身障害者の加算については年間上限３施設とする。 

 

４ 設置費補助金事業の流れ 

  設置費補助金事業は原則として、補助事業者の募集、審査、再調査、内示、補助金交付決定、実地確 

認、実績報告、交付確定、請求の順に行う（生活介護事業所及び就労継続支援 B型事業所は別紙１のフ

ロー図参照。短期入所事業所は令和５年度に開所する場合は、別紙２のフロー図を参照。令和６年度以降

は生活介護事業所及び就労継続支援 B型事業所と同様に別紙１のフロー図を参照）。 

 

５ 補助事業者の募集に関する事項 

(1) 募集方法 

ア 補助事業者の募集告知は、サービス事業者のうち、生活介護等事業を既に市内で提供している 

事業者に対して行う。 

イ 市内で生活介護等事業を提供していないサービス事業者については、健康福祉局障害施設サ 

ービス課に新規設置の相談があった際に制度の告知を行い、募集締切前であれば応募できるこ 

ととする。 

ウ 設置費補助金への応募は、設置意向調査票（別添様式１）によって行う。 



(2) 応募条件 

応募にあたっては、要綱第３条に規定する法人のうち、要綱第６条に該当せず、以下の項目を満 

たしていることを条件とする。 

ア 『「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律（施行令を含む）」に規定する「建 

築物移動等円滑化基準」を満たす』、又は『横浜市福祉のまちづくり条例（平成 24年 12月 28日 

横浜市条例第 90条）第 24条に基づく適用除外を受ける』場所で設置見込みであること。 

イ 建築物の確認申請（建築基準法第６条）が不要の場合は、「ア」と同程度の基準を満たす場所で 

設置見込みであること。 

ウ 申込締切時までに、横浜市福祉障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する 

条例（平成 24年 12月横浜市条例第 64号）、横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準 

に関する条例（平成 24年 12月横浜市条例第 66号）等の基準をすべて満たす設置場所を決定又は 

決定見込みであること。 

エ 市街化調整区域に設置する場合、横浜市開発審査会提案基準第 27号「社会福祉施設及び学校 

 の建築行為等の特例措置」の基準を満たしている又は満たす見込みであること。 

オ 横浜市行政地図情報提供システムの「わいわい防災マップ」横浜市民防災情報にて、土砂災害警 

戒区域、土砂災害特別警戒区域、浸水予想区域、及び浸水想定区域に当てはまる設置場所を決定又 

は決定見込みである場合は、避難計画等の対策を講じること。 

カ サービス事業者が、過去に不正受給等による補助金返還請求を受けていないこと。 

キ ヒアリング等審査時までに昨年度以前に受けた行政機関からの指導事項について、改善がなさ 

れていること。 

 

６ 補助事業者の審査に関する事項 

(1) 審査時期 

   募集締切後に行う。 

(2) 審査方法 

ア 書類審査 

提出された設置意向調査票の各項目について、審査を行う。 

イ ヒアリング審査 

提出された設置意向調査票の内容等について、各サービス事業者に対して質問する形式で実施 

する。 

 

７ サービス事業者への確認調査、内示に関する事項 

(1) 確認調査 

ア 時期 

内示前に行う。 

イ 方法 

応募したサービス事業者に申請内容変更の有無について確認を行い、変更がある場合にのみ変 

更箇所を明示した設置意向調査票を再提出する。ただし、サービス種別の変更は不可とする。 



ウ 確認調査後の対応 

変更があったサービス事業者については、原則として再度、書類審査を行う。ただし、応募時か 

ら大幅に変更がある場合には再度、ヒアリング審査を行う。 

(2) 内示 

ア 時期 

再審査後、次年度予算成立以降補助事業開始前までに行う。 

イ 方法 

横浜市障害福祉サービス事業所設置費補助金内示書（別添様式２－１及び別添様式２－２）によ 

って行う。   

 

８ 進ちょく管理 

  補助事業者は補助事業が完了するまで各月の進ちょく状況について各月末までに市へ報告しなくて 

はならない。報告については各月進ちょく状況報告書（別添様式３）により行う。 

設置費補助金の内示が出る前に、設置の準備を進めたい際は、設置調査票提出後であれば、契約指導 

要綱及び契約の手引きに基づいて法人の責任の下で準備を進めることができる。 

なお、必要に応じて随時、補助事業の進め方について市へ相談することとする。 

 

９ 関係法令等への適合に関する事項 

  補助事業者は設置場所が関係法令等に適合していることを確認し、実績報告までに市へ報告しなけ 

ればならない。報告については関係法令等確認書（別添様式４）により行う。 

  

附 則 

この要領は、平成 27年４月１日から施行し、平成 27年度の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

この要領は、平成 31年４月１日から施行し、平成 31年度の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月３日から施行し、令和５年度の予算に係る補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

加算の対象となる区の選定の考え方 

・【原則】支給決定量に対する定員数の割合（対支給決定者数割合）が、50％未満の区。 

 

サービス種別 生活介護 
就労継続 

支援Ｂ型 

該当区 

西 

中 

南 

港北 

戸塚 

瀬谷 

（６区） 

港南 

青葉 

（２区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

令和６年度以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度７月頃

募集

（市内で既存施設を運営している法人へ次年度の
意向調査。）

前年度10月頃

応募サービス事業者への

ヒアリング等審査

前年度３月頃(予算成立後)
応募サービス事業者への

確認調査、内示

当該年度内（４月以降）

交付申請

当該年度内（４月～２月）

交付決定

当該年度内（４月～３月）

補助対象となる事業の実施

（各月の進ちょく状況報告）

当該年度内（４月～３月）

実地確認

当該年度内（４月～３月）

実績報告、交付確定

当該年度内（４月～３月）

請求・受領

 



別紙２ 

令和５年度 短期入所事業所のみ 

すべて令和５年度内に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月頃

募集

（市内で既存施設を運営している法人へ令和５年度
の意向調査。）

令和５年７月頃

応募サービス事業者への

ヒアリング等審査

令和５年９月頃

応募サービス事業者への

確認調査、内示

令和５年９月以降

交付申請

当令和５年９月～令和６年２月

交付決定

当令和５年９月～令和６年３月

補助対象となる事業の実施

（各月の進ちょく状況報告）

当令和５年９月～令和６年３月

実地確認

当令和５年９月～令和６年３月

実績報告、交付確定

当令和５年９月～令和６年３月

請求・受領



 



別添 様式２－1 

   第   号 

    年  月  日 

（申請者） 

 

横浜市健康福祉局長       

 

年度 横浜市障害福祉サービス事業所設置費補助金の 

協議結果について（通知） 

 

 提出された横浜市障害福祉サービス事業所設置意向調査票等関係書類及びヒアリングにより選定した

結果について、   年度予算に基づき、次のとおり内定しましたので通知します。 

  

１ 内容 

予定事業所名（サービス種別） 協議結果 備考 

   

 

 

２ 内定条件 

(1) 内定について、設置の時期は   年度内に限ります。翌年度以降に設置時期を繰越すことはで

きません。 

(2) 設置に係る事業計画に変更が生じた場合は、当課に報告してください。内定した内容について設

置意向調査票等と異なる場合には、内定を取り消すことがあります。 

(3) 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例、横浜市障害福

祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例、横浜市福祉のまちづくり条例等の基準を全

て満たしてください。また、市街化調整区域に設置する場合は横浜市開発審査会提案基準第 27号

の基準をすべて満たしてください。 

(4) 補助対象となる契約等が、横浜市障害福祉サービス事業所設置費補助金要綱の規定に反している

と補助対象経費となりませんので、契約等を締結する際には事前に市担当者へ相談してください。 

 

 

 

 

 

担当：           

  TEL：           

FAX：           

 



別添 様式２－２ 

   第   号 

    年  月  日 

（申請者） 

 

横浜市健康福祉局長       

 

年度 横浜市障害福祉サービス事業所設置費補助金の 

協議結果について（通知） 

 

 提出された横浜市障害福祉サービス事業所設置意向調査票等関係書類及びヒアリングにより選定した

結果について、   年度予算に基づき、次のとおり内定しましたので通知します。 

  

１ 内容 

予定事業所名（サービス種別） 協議結果 備考 

 不承認  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：           

  TEL：           

FAX：           

 



 



 



 


